
新旧対比表 みずほダイレクトアプリ利用規定 

条番号 現行 変更後 
― みずほダイレクトアプリ利用規定（以下、「本規定」とい

います。）は、お客さまが高機能携帯端末にインストー
ルするアプリケーション「みずほダイレクトアプリ」（以下、
「本アプリ」といいます。）を利用して、お客さまが別に契
約した「みずほダイレクト」（以下、「みずほダイレクト」と
いいます。）を利用する場合等の取扱いを明記したも
のです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める
関連規定、当行が本アプリに関して連携する企業が別
途定める規定等の内容を十分に理解したうえで、自ら
の判断と責任において、本アプリを利用するものとしま
す。 

みずほダイレクトアプリ利用規定（以下、「本規定」とい
います。）は、お客さまが高機能携帯電話端末にイン
ストールするアプリケーション「みずほダイレクトアプリ」
（以下、「本アプリ」といいます。）を利用して、お客さま
が別に契約した「みずほダイレクト」（以下、「みずほダイ
レクト」といいます。）を利用する場合等の取扱いを明
記したものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別
途定める関連規定、当行が本アプリに関して連携する
企業が別途定める規定等の内容を十分に理解したう
えで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するも
のとします。 

第 1 条 みず
ほダイレクトア
プリ 

1．みずほダイレクトアプリとは 
本アプリは、みずほダイレクトを既にご契約されている個
人のお客さまが、当行所定の高機能携帯端末にインス
トールしたうえで利用することで、当該高機能携帯端末
を通じて次条に規定するサービスおよびワンタイムパスワ
ードの表示機能（以下、「本サービス」といいます。）の
利用を可能とするアプリケーションです。 

1．みずほダイレクトアプリとは 
本アプリは、みずほダイレクトを既にご契約されている個
人のお客さまが、当行所定の高機能携帯電話端末に
インストールしたうえで利用することで、当該高機能携
帯電話端末を通じて次条に規定するサービスおよびワ
ンタイムパスワードの表示機能（以下、「本サービス」と
いいます。）の利用を可能とするアプリケーションです。 

 2．利用対象者 
本アプリの利用対象者は、既にみずほダイレクトを契約
し、かつ、本アプリを高機能携帯端末にインストールのう
え、本規定に同意いただいた方とします。 

2．利用対象者 
本アプリの利用対象者は、既にみずほダイレクトを契約
し、かつ、本アプリを高機能携帯電話端末にインストー
ルのうえ、本規定に同意いただいた方とします。 

 3．利用時間  
（2）前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調
整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利
用できない場合がありますので、あらかじめご了承くださ
い。 

3．利用時間  
（2）前号の時間内であっても、臨時のシステム調整
等の実施により、本サービスの全部または一部が利用で
きない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

第 2 条 サー
ビス内容 

1．みずほダイレクト利用サービス  
（1）本アプリをインストールした高機能携帯端末を通
じ、高機能携帯端末の操作に適した形式で以下のみ
ずほダイレクトのサービスを利用することを可能とするサー
ビスです。  
①みずほダイレクト規定第 3 条第 1 項に規定する照会
サービスのうち利用口座の残高照会および入出金明細
照会（入出金明細のデータのダウンロードを含みま
す） 
②みずほダイレクト規定第 3 条第 2 項に規定する振込
（当行所定の方式で振込に関する当行所定の情報
が登録されたうえで行われる場合に限ります） 
③みずほダイレクト規定第 3 条第 3 項に規定する振替 

1．みずほダイレクト利用サービス  
（1）本アプリをインストールした高機能携帯電話端末
を通じ、高機能携帯電話端末の操作に適した形式で
以下のみずほダイレクトのサービスを利用することを可能
とするサービスです。  
①みずほダイレクト規定第 3 条第 1 項に規定する照会
サービスのうち利用口座の残高照会および入出金明細
照会（入出金明細のデータのダウンロードを含みま
す） 
②みずほダイレクト規定第 3 条第 4 項に規定する振込
（当行所定の方式で振込に関する当行所定の情報
が登録されたうえで行われる場合に限ります） 
③みずほダイレクト規定第 3 条第 5 項に規定する振替 
 
 



条番号 現行 変更後 
 （3）第 1 号②の振込および第 1 号③の振替の利用

にあたり、お客さまが当行所定の方式で振込および振
替に関する当行所定の情報として、引出口座、振込・
振替先口座、振込・振替金額および振込・振替通知
日を登録した場合、当行は、当該振込・振替通知日
に当該振込・振替通知日が到来した旨をお客さまが利
用する高機能携帯端末に通知します。当該通知が行
われた場合でも、お客さまが自ら第 1 号②の振込およ
び第 1 号③の振替を行わない限り、振込および振替は
行われません。 

（3）第 1 号②の振込および第 1 号③の振替の利用
にあたり、お客さまが当行所定の方式で振込および振
替に関する当行所定の情報として、引出口座、振込・
振替先口座、振込・振替金額および振込・振替通知
日を登録した場合、当行は、当該振込・振替通知日
に当該振込・振替通知日が到来した旨をお客さまが利
用する高機能携帯電話端末に通知します。当該通知
が行われた場合でも、お客さまが自ら第 1 号②の振込
および第 1 号③の振替を行わない限り、振込および振
替は行われません。 

 （4）お客さまが第 1 号①の照会サービスにより高機
能携帯端末にダウンロードした入出金明細のデータおよ
びお客さまが前号で登録した情報については、当行は
保管いたしません。 

（4）お客さまが第 1 号①の照会サービスにより高機
能携帯電話端末にダウンロードした入出金明細のデー
タおよびお客さまが前号で登録した情報については、当
行は保管いたしません。 

 2．利用口座の追加・削除 
みずほダイレクト規定第 1 条第 3 項（1）1．の利用
口座の追加・削除を、本アプリを用いて当行所定の手
続きに基づき、行うことができるサービスです。 

2．利用口座の追加・削除 
みずほダイレクト規定第 1 条第 3 項（1）①の利用口
座の追加・削除を、本アプリを用いて当行所定の手続
きに基づき、行うことができるサービスです。 

 3．アプリ通帳サービス  
（1）前項第1号①の照会サービスにより高機能携帯
端末にダウンロードされた入出金明細を本アプリ内に保
存することで、お客さまが当該入出金明細のデータに画
像、情報その他のデータを設定することを可能とするほ
か、当該入出金明細を、みずほダイレクトを利用するこ
となく当該高機能携帯端末で閲覧することを可能とす
るサービスです。 
（2）お客さまが前項第 1 号①の照会サービスにより
高機能携帯端末にダウンロードされた入出金明細を本
アプリ内に保存した場合、以降、当行は当行所定の期
間が経過するごとに、当該期間が経過した旨をお客さ
まが利用する高機能携帯端末に通知します。当該通
知が行われた場合でも、お客さまが自ら前項第 1 号①
の照会サービスにより入出金明細のダウンロードを行わ
ない限り、入出金明細はダウンロードされません。 
（3）第 1 号のサービスによりお客さまが入出金明細の
データに設定した画像、情報その他のデータについて
は、当行は保管いたしません。 
 
 
 

全文削除 



条番号 現行 変更後 
 4．一生通帳 by Moneytree  

（1）一生通帳 by Moneytree とは、第 1 項第 1
号①の照会サービスを活用し、マネーツリー株式会社の
提供する個人資産管理アプリ「Moneytree」と連携す
ることで、「Moneytree」にみずほダイレクトを登録した
日の前々月の 1 日以降の利用口座の入出金明細を
高機能携帯端末で閲覧することを可能とする、マネーツ
リー株式会社が提供するサービスです。 
（2）本項に規定するサービスの利用にあたっては、
「Moneytree」への登録および当行その他の金融機関
の設定が必要です。「Moneytree」の契約、初回登
録、利用（残高や入出金明細の閲覧、保存等）、
利用時間、ID・パスワードの設定、マネーツリー株式会
社へのみずほダイレクトの ID・パスワードの提供・管理
等はマネーツリー株式会社が規定する「Moneytree」
に関する規定に従います。 
（3）本項に規定するサービス利用時点の正確な残
高や入出金明細等につきましては、みずほダイレクトア
プリ等、みずほ銀行が提供するサービスでご確認くださ
い。また、本項に規定するサービスを利用することによ
り、みずほダイレクトのログイン履歴等が更新される場合
や、同時にみずほダイレクトにログインできない場合があ
ります。 
（4）お客さまは、自らの責任において本項に規定する
サービスを利用するものとし、当該利用に関して生じた
損害について、当行は一切の責任を負いません。 
（5）お客さまは当行を騙った不正なサービスのみなら
ず、【マネーツリー株式会社/「Moneytree」】を騙った
不正なサービスに十分に注意することとします。 

全文削除 

 5．バックアップ・復元サービス  
（1）本アプリを利用して登録した情報（以下、「登
録済情報」といいます。）を、高機能携帯端末に装備
された記録媒体に記録し、当該記録媒体を他の高機
能携帯端末に装備して本アプリを当該他の高機能携
帯端末にインストールすることで、当該他の高機能携帯
端末において当行所定の操作を行うことにより登録済
情報が登録されるサービスです。 
（2）一部の高機能携帯端末では、バックアップ・復元
サービスを利用することができません。また、高機能携帯
端末の状況等により、バックアップ・復元を利用いただけ
ない場合があります。 
 

３．バックアップ・復元サービス  
（1）本アプリを利用して登録した情報（以下、「登
録済情報」といいます。）を、高機能携帯電話端末に
装備された記録媒体に記録し、当該記録媒体を他の
高機能携帯電話端末に装備して本アプリを当該他の
高機能携帯電話端末にインストールすることで、当該
他の高機能携帯電話端末において当行所定の操作を
行うことにより登録済情報が登録されるサービスです。 
（2）一部の高機能携帯電話端末では、バックアップ・
復元サービスを利用することができません。また、高機能
携帯電話端末の状況等により、バックアップ・復元を利
用いただけない場合があります。 

第 3 条 本
人確認等 

1．暗証番号等  
（1）本サービスによりみずほダイレクトを利用する場合
は、みずほダイレクト規定に従い、みずほダイレクト規定
第 2 条 1 項第 1 号に規定する暗証番号等（以下、
「暗証番号等」といいます。）が必要となり、みずほダイ
レクト規定第 2 条第 3 項の規定により本人確認を行
います。 

1．暗証番号等  
（1）本サービスによりみずほダイレクトを利用する場合
は、みずほダイレクト規定に従い、みずほダイレクト規定
第 2 条第 1 項第 1 号に規定する暗証番号等（以
下、「暗証番号等」といいます。）が必要となり、みずほ
ダイレクト規定第 2 条第 2 項の規定により本人確認を
行います。 



条番号 現行 変更後 
 （2）お客さまは、暗証番号等のうちお客さま番号

（以下、「お客さま番号」といいます。）の入力を補助
するため、お客さまの任意により、お客さま自身の責任
において、お客さま番号を本アプリ内に保存することがで
きます。当該補助機能が利用されてお客さま番号が当
行に通知された場合、当行は当該お客さま番号を使
用してみずほダイレクト規定第 2 条第 3 項の規定によ
り本人確認を行います。お客さまが本アプリ内に保存し
たお客さま番号の管理については、みずほダイレクト規
定第 2 条第 4 項の規定を準用します。 

（2）お客さまは、暗証番号等のうちお客さま番号
（以下、「お客さま番号」といいます。）の入力を補助
するため、お客さまの任意により、お客さま自身の責任
において、お客さま番号を本アプリ内に保存することがで
きます。当該補助機能が利用されてお客さま番号が当
行に通知された場合、当行は当該お客さま番号を使
用してみずほダイレクト規定第 2 条第 2 項の規定によ
り本人確認を行います。お客さまが本アプリ内に保存し
たお客さま番号の管理については、みずほダイレクト規
定第 2 条第 3 項の規定を準用します。 

 （3）本アプリを利用して高機能携帯端末を通じてお
客さま番号および暗証番号等のうちログインパスワード
（以下、「ログインパスワード」といいます。）が当行に
通知された場合、お客さまは、高機能携帯端末におい
て当行所定の操作を行うことにより、暗証番号等のうち
お客さま番号およびログインパスワードについては、再度
当行に通知することなく、本アプリを利用しない環境にお
いてみずほダイレクトの取引を行うことができます。この場
合、本アプリを利用しない環境で行われるみずほダイレ
クトの取引にかかるみずほダイレクト規定第 2 条第 3 項
の規定による本人確認については、お客さま番号および
ログインパスワードが当行に通知されたものとみなしま
す。 

（3）本アプリを利用して高機能携帯電話端末を通じ
てお客さま番号および暗証番号等のうちログインパスワ
ード（以下、「ログインパスワード」といいます。）が当行
に通知された場合、お客さまは、高機能携帯電話端末
において当行所定の操作を行うことにより、暗証番号等
のうちお客さま番号およびログインパスワードについては、
再度当行に通知することなく、本アプリを利用しない環
境においてみずほダイレクトの取引を行うことができます。
この場合、本アプリを利用しない環境で行われるみずほ
ダイレクトの取引にかかるみずほダイレクト規定第 2 条
第 2 項の規定による本人確認については、お客さま番
号およびログインパスワードが当行に通知されたものとみ
なします。 

 ― 
 

(5)当行のセキュリティにおいて不正があると判断した場
合には、本アプリ、および、みずほダイレクト利用サービス
の利用を一時的に停止します。 

 2．アプリパスワード  
（1）お客さまは、アプリ通帳サービス、一生通帳 by 
Moneytree およびワンタイムパスワードの表示機能
（以下、「各種サービス」といいます。）を利用するため
のパスワード（以下、「アプリパスワード」といいます。）
を、任意に設定することができます。 

2．アプリパスワード  
（1）お客さまは、本アプリを起動するためのパスワード
（以下、「アプリパスワード」といいます。）を、任意に設
定することができます。 
 

 （2）アプリパスワードは、お客さま自身で設定すること
とし、お客さまの任意の時期に、本アプリをインストールし
た高機能携帯端末において当行所定の操作を行うこと
により設定してください。設定にあたり、生年月日や電
話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号を
指定することは避けてください。 

（2）アプリパスワードは、お客さま自身で設定すること
とし、お客さまの任意の時期に、本アプリをインストールし
た高機能携帯電話端末において当行所定の操作を行
うことにより設定してください。設定にあたり、生年月日
や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番
号を指定することは避けてください。 

 （3）お客さまがアプリパスワードを設定した場合におけ
る各種サービスの利用に際しての本人確認は、お客さま
が本アプリをインストールした高機能携帯端末に入力し
たアプリパスワードと、設定されたアプリパスワードが一致
することが本アプリ上で確認されることにより行うものとし
ます。 
 

（3）お客さまがアプリパスワードを設定した場合におけ
る各種サービスの利用に際しての本人確認は、お客さま
が本アプリをインストールした高機能携帯電話端末に入
力したアプリパスワードと、設定されたアプリパスワードが
一致することが本アプリ上で確認されることにより行うも
のとします。 



条番号 現行 変更後 
 （5）前各号のほか、アプリパスワードの管理について

は、みずほダイレクト規定第 2 条第 4 項の規定を準用
します。 

（5）前各号のほか、アプリパスワードの管理について
は、みずほダイレクト規定第 2 条第 3 項の規定を準用
します。 

 （6）2016 年 11 月 20 日をもちまして、アプリ通帳
サービスまたは一生通帳 by Moneytree を利用する
ためのパスワード（以下、「各種通帳閲覧パスワード」と
いいます。）は廃止されました。各種通帳閲覧パスワー
ドを設定されている場合、2016 年 11 月 20 日以降
はアプリパスワードへのお切り換えが必要となります。 

全文削除 

 3．復元パスワード  
（2）復元パスワードは、お客さま自身で設定すること
とし、本アプリをインストールした高機能携帯端末におい
て当行所定の操作を行うことにより設定してください。復
元パスワードとして、生年月日や電話番号、同一数字
等他人から推測されやすい番号を指定することは避け
てください。 

3．復元パスワード  
（2）復元パスワードは、お客さま自身で設定すること
とし、本アプリをインストールした高機能携帯電話端末
において当行所定の操作を行うことにより設定してくださ
い。復元パスワードとして、生年月日や電話番号、同
一数字等他人から推測されやすい番号を指定すること
は避けてください。 

 （3）バックアップ・復元サービスの利用に際しての本人
確認は、お客さまが本アプリをインストールした高機能携
帯端末に入力した復元パスワードと設定された復元パ
スワードが一致することが本アプリ上で確認されることに
より行うものとします。 

（3）バックアップ・復元サービスの利用に際しての本人
確認は、お客さまが本アプリをインストールした高機能携
帯電話端末に入力した復元パスワードと設定された復
元パスワードが一致することが本アプリ上で確認されるこ
とにより行うものとします。 

 （5）当行は復元パスワードを保管しません。お客さま
が復元パスワードを失念した場合、再度、登録済情報
を高機能携帯端末に装備された記録媒体に記録し直
してください。 

（5）当行は復元パスワードを保管しません。お客さま
が復元パスワードを失念した場合、再度、登録済情報
を高機能携帯電話端末に装備された記録媒体に記
録し直してください。 

 （6）前各号のほか、復元パスワードの管理について
は、みずほダイレクト規定第 2 条第 4 項の規定を準用
します。 

（6）前各号のほか、復元パスワードの管理について
は、みずほダイレクト規定第 2 条第 3 項の規定を準用
します。 

 4．高機能携帯端末の管理 
お客さまは、本アプリをインストールした高機能携帯端
末を用いて第三者が本サービスを利用しないように、当
該高機能携帯端末を、お客さま自身の責任において
厳重に管理するものとします。 

4．高機能携帯電話端末の管理 
お客さまは、本アプリをインストールした高機能携帯電
話端末を用いて第三者が本サービスを利用しないよう
に、当該高機能携帯電話端末を、お客さま自身の責
任において厳重に管理するものとします。 

 5．利用の停止および再開 
（3）前号により利用停止となった各種サービスの利
用再開を希望する場合は、お客さまが本アプリをインス
トールした高機能携帯端末において当行所定の操作
を行うことで、利用停止を解除してください。 
 
 

5．利用の停止および再開 
（3）前各号により利用停止となった各種サービスの
利用再開を希望する場合は、お客さまが本アプリをイン
ストールした高機能携帯電話端末において当行所定
の操作を行うことで、利用停止を解除してください。 



条番号 現行 変更後 
 6．生体認証機能について  

（1）生体認証機能とは、みずほダイレクトを既にご契
約されている個人のお客さま（以下、「契約者さま」とい
います）が、本アプリへのログインに際し、契約者さまご
自身の生体情報（指紋、虹彩、顔のいずれか）を、
本アプリに保存されているお客さま番号およびログインパ
スワードの代わりに利用できる機能のことをいいます。 

6．生体認証機能について 
（1）生体認証機能とは、みずほダイレクトを既にご契
約されている個人のお客さま（以下、「契約者さま」とい
います）が、本アプリへのログインに際し、契約者さまご
自身の高機能携帯電話端末に登録している生体情
報（指紋、虹彩、顔のいずれか）を、本アプリに保存さ
れているアプリパスワード、お客さま番号、およびログイン
パスワードの代わりに利用できる機能のことをいいます。 

 （2）現在、本アプリで導入している生体認証には、指
紋認証、虹彩認証、顔認証があります。ただし、それぞ
れの生体認証機能については、契約者さまの端末が本
アプリの生体情報に関する認証機能に、それぞれ対応
している場合にのみ用いることができます。また、契約者
さまの端末が本アプリの生体情報に関する認証機能に
対応している機種であっても、当該端末の制約により、
生体認証機能をご利用できない場合がございます。 

（2）現在、本アプリの生体認証機能については、契
約者さまの高機能携帯電話端末が本アプリの生体情
報に関する認証機能に対応している場合にのみ用いる
ことができます。また、契約者さまの高機能携帯電話端
末が本アプリの生体情報に関する認証機能に対応して
いる機種であっても、当該高機能携帯電話端末の制
約により、生体認証機能をご利用できない場合がござ
います。 

 （3）生体認証機能は、①指紋認証および虹彩認証
については、契約者さまの生体情報を契約者さまの端
末に登録の上、当該生体情報を、本アプリ所定の手続
に従って、本アプリに認証データとして登録することで、ま
た、②顔認証については、契約者さまの生体情報を、
本アプリ所定の手続に従って、本アプリに認証データとし
て登録することで利用できます（以下、本アプリ所定の
手続に従い、認証データとして本アプリに登録された契
約者さまの生体情報を「登録生体情報」といいます）。 

全文削除 

 （4）本アプリは登録生体情報とログイン時の都度入
力された生体情報との照合の確実性等を保証するもの
ではありません。 

全文削除 
 

 （5）第三者の生体情報を契約者さまの利用される
本アプリに認証データとして登録してはなりません。契約
者さまは、第三者の生体情報が契約者さまの利用され
る本アプリに認証データとして登録されることのないよう、
契約者さまの責任において端末を厳重に管理するもの
とします。 

全文削除 

 （6）登録生体情報は契約者さまの端末内で管理し
ているため、当行は、登録生体情報を取得せず、登録
生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報お
よびその保存された端末は、契約者さまが、契約者さま
自身の責任において厳重に管理するものとします。 

（3）登録生体情報は契約者さまの高機能携帯電
話端末内で管理しているため、当行は、登録生体情
報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いませ
ん。登録生体情報およびその保存された高機能携帯
電話端末は、契約者さまが、契約者さま自身の責任に
おいて厳重に管理するものとします。 
 



条番号 現行 変更後 
 （7）登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不

正使用、又は端末の盗用、使用上の過誤、第三者の
使用もしくは不正アクセス等により契約者さまに生じた
損害の一切について、当行は、当行に責めがある場合
を除き、責任を負いません。また、第三者の生体情報を
契約者さまの利用される本アプリに認証データとして登
録したことにより契約者さまに生じた損害の一切につい
て、当行は責任を負いません。 

（4）登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不
正使用、又は高機能携帯電話端末の盗用、使用上
の過誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等により契
約者さまに生じた損害の一切について、当行は、当行
に責めがある場合を除き、責任を負いません。また、第
三者の生体情報を契約者さまの利用される本アプリに
認証データとして登録したことにより契約者さまに生じた
損害の一切について、当行は責任を負いません。 

 （8）生体認証の端末への登録後、端末の設定その
他のご利用環境の変更（契約者さまの生体情報の変
化等を含みます。）や本アプリのアップデート等により生
体認証機能がご利用できくなる場合があります。この場
合、登録済みの登録生体情報を削除の上、再度、契
約者さまの利用される本アプリに、契約者さまの生体情
報を認証データとして登録（以下「再登録」といいま
す。）する必要があります。ただし、再登録後の生体認
証機能の利用を保証するものではありません。 

全文削除 

 （9）生体認証の照合が規定回数失敗するとロックが
かかり、生体認証機能が利用できなくなります。ロックの
解除方法は端末によって異なります。 

（5）本アプリで生体認証の照合が規定回数失敗す
るとロックがかかり、再度利用するためにはログインパスワ
ードの入力による本人確認が必要となります。 

 （10）生体認証機能の利用の停止を希望する場合
は、契約者さまは本アプリ所定の手続に従って生体認
証機能を解除してください。 
 
 

（6）生体認証機能の利用の停止を希望する場合
は、契約者さまは本アプリ所定の手続に従って生体認
証機能を解除してください。 

第 6 条 免
責事項 

1．機種変更、端末初期化、圏外時の利用、障害の
発生その他の高機能携帯端末およびその利用の状
況、通信機械およびコンピューター等の障害および回線
障害ならびに電話の不通により、取引の取扱いが遅延
もしくは不能となった場合、本サービスに関して当行から
送信した情報の伝達が遅延もしくは不能となった場合
または本サービスを利用した保存した情報・データが喪
失した場合、それにより生じた損害について当行は一切
の責任を負いません。 

1．高機能携帯電話端末等の障害、機種変更、高
機能携帯電話端末初期化、圏外時の利用、障害の
発生その他の高機能携帯電話端末およびその利用の
状況、通信機械およびコンピューター等の障害および回
線障害ならびに電話の不通、当行のセキュリティにおい
て不正の可能性があると判断した場合の当行のセキュ
リティによる利用停止等により、取引の取扱いが遅延も
しくは不能となった場合、本サービスに関して当行から送
信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となっ
た場合または本サービスを利用した保存した情報・デー
タが喪失した場合、それにより生じた損害について当行
は一切の責任を負いません。 

第 9 条 著
作権等 

2．お客さまは、高機能携帯端末にインストールした本
アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転
載・複製・転送・改変、またはリバースエンジニアリング等
を行ってはならないものとします。 
 
 

2．お客さまは、高機能携帯電話端末にインストールし
た本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の
転載・複製・転送・改変、またはリバースエンジニアリング
等を行ってはならないものとします。 



条番号 現行 変更後 
第 10 条 準
拠法・管轄 

本規定および本規定に基づく諸取引の準拠法は日本
法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必
要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所
とします。 

本規定および本規定に基づく諸取引の準拠法は日本
法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必
要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。 

ご利用にあた
って 

3．本アプリ利用におけるセキュリティ上の留意点 
（5）本アプリをダウンロードしたスマートフォンの変更、
売却、および、携帯電話会社との契約解除等の際に
は、必ず本アプリを事前に削除してください。 

3．本アプリ利用におけるセキュリティ上の留意点 
（5）本アプリをダウンロードしたスマートフォンの変更、
売却、および、携帯電話会社との契約解除等の際に
は、必ず本アプリを事前にアンインストールしてください。 

 （2020 年 3 月 15 日現在） （2022 年 1 月 23 日現在） 

 


